
補足説明事項

作成済の資料等

盛土規制法　許可要件・規模チェックリスト（県北広域振興局版）

（分かる範囲で御記入のうえ相談窓口へお持ちください）

土地の所在地

盛土・切土の高さ

盛土・切土の目的

盛土・切土の面積

所属名・担当者名

電話番号 メールアドレス

地番まで御記入ください

最大値で御記入ください

平面図、断面図、写真、構造物の詳細図等の資料が作成済であれば御記入ください



　※本書に記載している窓口は盛土規制法の事務手続きの窓口です。他の土地利用に係る事務手続きの窓口は、

　　盛土規制法の窓口担当に御確認ください。

⇒都市計画区域内等での開発行為（窓口：土木部）

⇒自然環境保全地域内での作業行為等（窓口：保健福祉環境部、二戸保健福祉環境センター）

⇒自然環境保全地域内及び環境緑地保全地域での作業行為及び大規模開発行為等

（窓口：保健福祉環境部、二戸保健福祉環境センター）

⇒国立公園、国定公園内での作業行為等（窓口：保健福祉環境部）

⇒県立自然公園内での作業行為等（窓口：保健福祉環境部、二戸保健福祉環境センター）

⇒地域森林計画対象森林（５条森林）の伐採、林地開発許可

⇒保安林解除、保安林内での作業行為等（窓口：林務部、二戸農林振興センター林務室）

⇒保安林の伐採及び作業許可（窓口：林務部、二戸農林振興センター林務室）

⇒国有林野の貸付（窓口：林務部、二戸農林振興センター林務室）

⇒農用地区域内での開発行為（窓口：農政部）

⇒農地転用（窓口：農政部）

　　　　いわて盛土情報システムの担当課区分図の判定結果　→　

森林法第26条又は第26条の２の保安林解除申請を要する

　（窓口：林務部、二戸農林振興センター林務室）

自然環境保全法第25条第４項の許可又は第28条第１項の届出を要する

岩手県自然環境保全条例第15条第４項の許可又は第17条第１項、第23条第１項若しくは

自然公園法第20条第３項、第21条第３項若しくは第22条第３項の許可又は第33条第１項

県立自然公園条例第10条第４項の許可又は第12条第１項の届出を要する

森林法第10条の２の許可若しくは協議又は第10条の８の届出を要する

許可事務公所判定チェックリスト

第25条第１項の届出を要する

の届出を要する

都市計画法第29条（開発許可）の許可を要する

森林法第34条の許可又は届出を要する

国有林野管理経営法第７条の貸付手続を要する

農地法第４条又は第５条の許可を要する

農業振興地域の整備に関する法律第15条の２の許可を要する


